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【Ⅲ－１－１ 身体的拘束の最小化の推進－①】 

① 身体的拘束最小化の取組の更なる推進 
 

第１ 基本的な考え方 
 

身体的拘束の最小化に向けた取組を更に推進する観点から、質の高い
取組を行う場合の体制について新たな評価を行うとともに、身体的拘束
を行った日の入院料の評価を見直す。 

 
第２ 具体的な内容 
 

１．通則に規定されている身体的拘束最小化の基準を充実させ、組織風
土の重要性や研修内容に触れるとともに、実績や取組に関する要件を
追加する。 

 

改 定 案 現   行 

［算定要件］ 

第２部 入院料等 

通則 

１～６ （略） 

７ 入院診療計画、院内感染防止対

策、医療安全管理体制、褥瘡対

策、栄養管理体制、意思決定支援

及び身体的拘束最小化について、

別に厚生労働大臣が定める基準を

満たす場合に限り、第１節（特別

入院基本料等を含む。）、第３節

及び第４節（短期滞在手術等基本

料１を除く。）の各区分に掲げる

それぞれの入院基本料、特定入院

料又は短期滞在手術等基本料の所

定点数を算定する。 

８ （略） 

９ ７に規定する別に厚生労働大臣

が定める基準のうち、身体的拘束

最小化に関する基準を満たすこと

ができない保険医療機関について

は、第１節（特別入院基本料等を

除く。）、第３節及び第４節（短

期滞在手術等基本料１を除く。）の

各区分に掲げるそれぞれの入院基

［算定要件］ 

第２部 入院料等 

通則 

１～６ （略） 

７ 入院診療計画、院内感染防止対

策、医療安全管理体制、褥瘡対

策、栄養管理体制、意思決定支援

及び身体的拘束最小化について、

別に厚生労働大臣が定める基準を

満たす場合に限り、第１節（特別

入院基本料等を含む。）、第３節

及び第４節（短期滞在手術等基本

料１を除く。）の各区分に掲げる

それぞれの入院基本料、特定入院

料又は短期滞在手術等基本料の所

定点数を算定する。 

８ （略） 

９ ７に規定する別に厚生労働大臣

が定める基準のうち、身体的拘束

最小化に関する基準を満たすこと

ができない保険医療機関について

は、第１節（特別入院基本料等を

除く。）、第３節及び第４節（短

期滞在手術等基本料１を除く。）

の各区分に掲げるそれぞれの入院
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本料、特定入院料又は短期滞在手

術等基本料の所定点数から１日に

つき40点を減算する。ただし、７

に規定する別に厚生労働大臣が定

める基準のうち、身体的拘束最小

化に関する基準において、身体的

拘束最小化の体制に係る基準を満

たす保険医療機関については、当

該減算の点数に代えて、所定点数

から１日につき20点を減算する。 

 

 

［施設基準（告示）］ 

八 身体的拘束最小化の基準 

 (１) 身体的拘束最小化の体制に

係る基準 

身体的拘束の最小化を行うに

つき十分な体制が整備されてい

ること。 

(２) 身体的拘束最小化の実績等

に係る基準 

身体的拘束の最小化につき相

当の実績を有していること又は

身体的拘束の最小化について適

切な取組を行っていること。 

 

［施設基準（通知）］ 

第１ 入院基本料（特別入院基本

料、月平均夜勤時間超過減算、

夜勤時間特別入院基本料及び重

症患者割合特別入院基本料（以

下「特別入院基本料等」とい

う。）及び特定入院基本料を含

む。）及び特定入院料に係る入

院診療計画、院内感染防止対

策、医療安全管理体制、褥瘡対

策、栄養管理体制、意思決定支

援及び身体的拘束最小化の基準 

１～６ （略） 

７ 身体的拘束最小化の基準 

(１) 身体的拘束最小化の体制

に関する基準は（３）から

（６）まで、身体的拘束最小

化の実績等に関する基準は

基本料、特定入院料又は短期滞在

手術等基本料の所定点数から１日

につき40点を減算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八 身体的拘束最小化の基準 

 （新設） 

 

身体的拘束の最小化を行うにつ

き十分な体制が整備されているこ

と。 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

［施設基準（通知）］ 

第１ 入院基本料（特別入院基本

料、月平均夜勤時間超過減算、

夜勤時間特別入院基本料及び重

症患者割合特別入院基本料（以

下「特別入院基本料等」とい

う。）及び特定入院基本料を含

む。）及び特定入院料に係る入

院診療計画、院内感染防止対

策、医療安全管理体制、褥瘡対

策、栄養管理体制、意思決定支

援及び身体的拘束最小化の基準 

１～６ （略） 

７ 身体的拘束最小化の基準 
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（７）及び（８）をいうもの

であること。 

(２) 身体的拘束とは、抑制帯

等、患者の身体又は衣服に触

れる何らかの用具を使用し

て、一時的に当該患者の身体

を拘束し、その運動を抑制す

る行動の制限をいうこと。 

(３) 患者の尊厳の保持及び療

養環境の質の確保の観点か

ら、当該保険医療機関におい

て、患者又は他の患者等の生

命又は身体を保護するため緊

急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束を行ってはならな

いこと。また、こうした組織

風土の醸成に努めること。 

(４) (２)の身体的拘束を行う

場合には、その態様及び時

間、その際の患者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理

由を記録しなければならない

こと。 

（削除） 

 

 

 

 

 

(５) （略）  

(６) 身体的拘束最小化チーム

では、以下の業務を実施する

こと。 

ア （略） 

イ 身体的拘束を最小化する

ための指針を作成し、職員

に周知し活用すること。な

お、アを踏まえ、定期的に

当該指針の見直しを行うこ

と。また、当該指針には、

鎮静を目的とした薬物の適

正使用や(２)に規定する身

体的拘束以外の患者の行動

を制限する行為の最小化に

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

(１) 当該保険医療機関におい

て、患者又は他の患者等の生

命又は身体を保護するため緊

急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束を行ってはならな

いこと。 

 

 

 

(２) (１)の身体的拘束を行う

場合には、その態様及び時

間、その際の患者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理

由を記録しなければならない

こと。 

(３) 身体的拘束とは、抑制帯

等、患者の身体又は衣服に触

れる何らかの用具を使用し

て、一時的に当該患者の身体

を拘束し、その運動を抑制す

る行動の制限をいうこと。 

(４) （略）  

(５) 身体的拘束最小化チーム

では、以下の業務を実施する

こと。 

ア （略） 

イ 身体的拘束を最小化する

ための指針を作成し、職員

に周知し活用すること。な

お、アを踏まえ、定期的に

当該指針の見直しを行うこ

と。また、当該指針には、

鎮静を目的とした薬物の適

正使用や(３)に規定する身

体的拘束以外の患者の行動

を制限する行為の最小化に
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係る内容を盛り込むこと。 

 

ウ 入院患者に係わる職員を

対象として、身体的拘束の

最小化に関する研修を定期

的に行うこと。当該研修に

は、身体的拘束の代替手段

に関する内容のほか、患者

の尊厳の保持の重要性に関

する内容を含むことが望ま

しい。 

(７) 以下のいずれかを満たす

こと。 

ア 身体的拘束の実施割合が

集計されており、当該保険

医療機関内で１割５分以下

であること。 

イ 身体的拘束の原則廃止に

向けて、（イ）から（ハ）

までの全ての取組みを継続

して行っていること。 

(イ) 身体的拘束最小化チ

ームにおいて、身体的

拘束の実施状況を踏ま

え、身体的拘束の最小

化に向けた具体的な取

組を検討するための委

員会を３か月に１回以

上開催していること。 

(ロ) 身体的拘束が行われ

ている病棟に対し、次

の取組のいずれかが行

われていること。 

① 身体的拘束最小化

チームによる病棟の

巡回が定期的に行わ

れ、病棟の職員とと

もに身体的拘束が行

われている患者の解

除や代替策の導入に

向けた具体的な検討

が積極的に行われて

いること。 

② 身体的拘束が行わ

係る内容を盛り込むことが

望ましい。 

ウ 入院患者に係わる職員を

対象として、身体的拘束の

最小化に関する研修を定期

的に行うこと。 

 

 

 

 

 

（新設） 
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れている患者が生じ

る都度、病棟の複数

の職員により解除や

代替策の導入に向け

た具体的な検討が積

極的に行われている

こと。 

(ハ) 当該保険医療機関内

で、入院患者に関わる

職員を対象として、患

者の尊厳の保持の重要

性及び身体的拘束の最

小化に向けた具体的な

方策や好事例の紹介を

含む内容の研修が年に

２回以上実施されてい

ること。 

(８) （７）のアに規定する身

体的拘束の実施割合は、直

近３か月における当該保険

医療機関で入院料（「Ａ３

００」救命救急入院料、

「Ａ３０１」特定集中治療

室管理料、「Ａ３０１－

２」ハイケアユニット入院

医療管理料、「Ａ３０１－

３」脳卒中ケアユニット入

院医療管理料、「Ａ３０１

－４」小児特定集中治療室

管理料、「Ａ３０２」新生

児特定集中治療室管理料、

「Ａ３０２－２」新生児特

定集中治療室重症児対応体

制強化管理料、「Ａ３０

３」総合周産期特定集中治

療室管理料、「Ａ３０３－

２」新生児治療回復室入院

医療管理料を除く。また、

精神病床に入院する全ての

患者の身体的拘束を精神保

健及び精神障害者福祉に関

する法律（昭和25年法律第

123号）の規定に基づいて

取り扱う場合には精神病床

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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を除く。）を算定した日数

のうち、身体的拘束を実施

した日数を、当該入院料を

算定した日数で除して得た

割合をいう。ただし、実施

した身体的拘束が以下のア

からウまでのいずれかに該

当する場合は、身体的拘束

を実施した日数に含めな

い。なお、アからウまでに

該当する場合であっても、

常に身体的拘束の解除や代

替策の導入について検討

し、身体的拘束の最小化に

努めること。 

ア 衣服に触れるものの、患

者の動作により容易に外

れ、患者の自発的な運動を

制限することはない状況で

用いられる、見守りや職員

を呼ぶためのセンサー等の

みを使用している場合 

イ 処置時や移動時に、患者

本人又はその家族の同意を

得た上で、安全確保のため

に短時間固定ベルト等を使

用する場合であって、使用

している間、常に職員が介

助等のために当該患者の側

に付き添っており、処置や

移動の終了時に確実に解除

している場合 

ウ 患者が訓練のために自由

に車椅子を操作することの

できる状態であって、患者

本人又はその家族の同意を

得た上で、車椅子操作によ

る訓練の時間中のみ安全確

保のために固定ベルトを使

用する場合（車椅子の前に

オーバーテーブルを設置す

る、車椅子をロックする等

の方法により、患者本人の

活動を制限している場合は
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該当しない。） 

(９) (３)から(６)まで及び

(７)のイの規定に関わらず、

精神科病院（精神科病院以外

の病院で精神病室が設けられ

ているものを含む。）におけ

る身体的拘束の取扱いについ

ては、精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律の規定に

よる。精神病床に入院する全

ての患者の身体的拘束を当該

法律の規定に基づいて取り扱

う場合は、(３)から(６)まで

及び（７）のイの規定を満た

すものとみなす。 

(10) 令和８年３月31日におい

て現に入院基本料又は特定入

院料に係る届出を行っている

病棟又は病床については、令

和９年５月31日までの間に限

り、(６)のイ及び (７)の基

準を満たしているものとす

る。 

８ （略） 

(６) (１)から(５)までの規定

に関わらず、精神科病院（精

神科病院以外の病院で精神病

室が設けられているものを含

む。）における身体的拘束の

取扱いについては、精神保健

及び精神障害者福祉に関する

法律（昭和25年法律25第123

号）の規定による。 

 

 

 

 

 

(７) 令和６年３月31日におい

て現に入院基本料又は特定入

院料に係る届出を行っている

病棟又は病床については、令

和７年５月31日までの間に限

り、(１）から(５）までの基

準を満たしているものとす

る。 

８ （略） 

 

２．身体的拘束の最小化に向け、組織的に特に質の高い取組を行っている
場合の体制評価を新たに設け、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院
基本料、有床診療所療養病床入院基本料、地域包括ケア病棟入院料、
特殊疾患入院医療管理料及び特殊疾患病棟入院料を算定する病棟で算
定可能とする。 

 

（新）    身体的拘束最小化推進体制加算（１日につき）   40 点 

 
［対象患者］ 

身体的拘束最小化について、管理者等を中心とした質の高い取組を
行う体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関におい
て、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、有床診療所療養
病床入院基本料、地域包括ケア病棟入院料、特殊疾患入院医療管理料
及び特殊疾患病棟入院料を算定している患者 

 
［算定要件］ 
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注１ 身体的拘束最小化について質の高い取組を行う体制その他の事
項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者（第１
節の入院基本料（特別入院基本料等を除く。）及び第３節の特定入
院料のうち、身体的拘束最小化推進体制加算を算定できるものを
現に算定している患者に限る。）について、所定点数に加算する。 

 
［施設基準］ 
(１) 当該保険医療機関において、身体的拘束の最小化に資する十分な

体制が整備されていること。 
(２) 当該病棟において、身体的拘束の最小化に関する十分な実績を有

していること。 
(３) 身体的拘束最小化のために病院全体として取組を行っていること、

原則として身体的拘束を行わない方針であること及び身体的拘束の実
施状況について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示しているこ
と。 

(４) （３）の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載し
ていること。 

 
 

 
 

 
 

  


